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平素より当組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

2023年 10月 1日より消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始され 

ます。本制度に対する当組合の対応に関しましてお知らせいたします。 

 

 

１．当組合は適格請求書発行事業者として登録しております。 

 

２．適格請求書発行事業者としての登録内容は以下の通りです。 

 

 【登録年月日】 

   令和 5年 10月 1日 

 

 【登録番号】 

   Ｔ8310005001120 

 

 【名称】 

   長崎三菱信用組合 

 

 【本店または主たる事務所の所在地】 

   長崎県長崎市水の浦町 1-2 

 

３．当組合は本制度に関係する法令等に定める要件を満たした領収書等の発行を行うよう 

順次対応してまいります。 

 

 

 

      

インボイス制度への対応に関するお知らせ 


